
助成事業に関する規程 

  

（目 的） 

第 １ 条  この規程は、公益社団法人鹿児島県トラック協会（以下「当協会」という。）における

助成事業についての必要な事項を定めるものとする。 

（定 義） 

第 ２ 条  助成事業とは、当協会が事業年度ごとに事業計画に基づき実施する事業を指すもの

とする。 

（種類及び事業内容） 

第 ３ 条  助成事業の対象となる種類及び内容（交付額、予算額、処分の禁止）は、別表１の

とおりとする。               

（対象者） 

第 ４ 条  前条の対象者は、当協会の定款第５条「ア」「イ」「ウ」に該当する普通会員（以下 

     「会員」という。）とする。ただし、当協会会費未納並びに社会保険等の未加入会員は、 

     対象外とする。 

（助成請求期間） 

第 ５ 条  会計年度の４月１日から２月末日までに購入及び設置、装着等を完了し、支払いが

終了するものでなければならない。請求は、別途定める場合を除き、原則として２月

末日までに提出するものとする。 

また、期間内であっても、予算に達した場合は、原則として助成しないものとする。 

（交付請求） 

第 ６ 条  会員は、助成金交付請求書（助成事業実施報告書）の様式１により助成金を会長に

請求するものとする。 

（交付決定） 

第 ７ 条  当協会は、前条により助成金交付請求書（助成事業実施報告書）の提出があったと

きは、速やかに審査し、適正と認められたときは、交付決定通知書（様式２）により会

員に通知するものとする。交付決定を行った場合は、次に開催される理事会において

報告するものとする。 

（交付決定通知書） 

第 ８ 条  当協会は、交付決定通知後、速やかに対象会員に助成金を交付するものとする。 

（助成金の返戻） 

第 ９ 条  交付対象となった会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、当協会は会員に

対し期限を定め、その返還を求めることができる。 

     （１）第３条にある別表１に示した禁止期間に助成対象となったものの処分を行った

とき 

     （２）有責事故または火災等により助成対象となったものが使用できなくなったとき 

     （３）助成金交付請求書（助成事業実施報告書）に不正が判明したとき 

（４）第３条にある別表１に示した禁止期間に当協会を退会したとき 

 

 

 



（助成事業実施後の報告） 

第１０条  当協会は、本制度を利用した会員に対して、成果報告を求めることができるものと

する。 

（細 則） 

第１１条  この規程の実施に必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものと 

する。 

（改 廃） 

第１２条  この規程の改廃は、理事会の決議にて行う。 

 

 

附 則 １. この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。 

 ２. この改正規程は、平成２７年３月２４日から適用する。 

３. この改正規程は、令和元年５月２４日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
助成事業名称 ６-４ 貨物自動車ドライバー等安全運転研修助成金（事故・違反運転者研修） 

対象研修等 

「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」

に基づく安全及び事故防止に関する知識向上等を目的とした事故・違反運転者に対する安

全教育研修であって、下記の助成対象研修施設で実施される当協会が指定した研修とす

る。 （１） マジオドライバーズスクール鹿児島校 

交付額及び 

条件 

研修受講料（３６，３００円）の一部助成として、鹿児島県内の認可営業所に在籍する運転

者等が受講した場合、５，０００円を助成する。ただし、Ｇマーク認定事業所（以下「Ｇ事業所」

という。）に在籍する運転者等が受講した場合は、１０，０００円を助成する。 

・助成交付請求人数については、１会員あたり２名までとする。 

・１研修あたり１会員原則１名とし、交通費については、受講各社の負担とする。 

・助成については、年度で 1 人あたり１回までとする。 

・研修受講日程については、研修実施施設と調整し、確定後、当協会に報告して実施するこ

ととする。 

予算額 予算総額は、別途定める額とする。 

処分の禁止等 

申込みをした会員又はドライバー等が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、申込

みをした会員は、研修受講料の一部又は全額を負担しなければならない。 

（１）研修受講開始日の７日前を経過して申込みを取り下げたとき 

（２）特別な事由なく、申込みをした研修を受講しないか、又は受講を途中で中止し 

たとき 

（３）所定の書類を添付した報告書の提出をしないとき 

（４）研修又は手続き等において、本要綱もしくは本事業の趣旨に反した行為、又は 

 不適切な行為があったとき 

備  考 

【受講申込申請手続き及び報告等について】 

※貨物自動車ドライバー等安全運転研修助成様式を使用すること。 

会員は、事前に当協会に確認をした上で、（ド研）様式１-１のドライバー等安全教育訓練

等事前申込書に事業所名、受講者氏名、希望する研修コース等の必要事項を記入の上、

受講を希望する原則１５日前までに当協会へ申込みを行い、研修受講日程について研修実

施施設と調整し、確定後、当協会へ報告を行い、研修を実施するものとする。 

また、あらかじめ研修受講料を指定研修施設へ振込を行うものとする。 

受講開始日の原則７日前までに所定の受講料を納入しないときは、申込みを取下げたもの

とする。また申込みは、先着順に受け付けるものとする。 

 会員は、助成金の交付を受けようとするときは、研修受講後原則１５日以内に様式１の助

成金交付請求書（助成事業実施報告書）と（ド研）様式１-２のドライバー等安全教育訓練等

実施報告書(別途、添付書類あり)を当協会に提出し請求するものとする。 

 会員は、申込みを取下げるときは、研修受講開始日の７日前までに当協会に（ド研）様式１

-３を提出するものとする。 

・Ｇ事業所については、当協会で把握している当該年度の４月１日時点の認定事業者を基と

する。ただし、年度途中で、認定の取り消し等により要件を満たさなくなった場合は、認定取

消日等以降に未認定事業者として取り扱うこととする。 

※認定取消日以前に申込があった場合については、認定事業者として取り扱う。 
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　⑥実施報告及び請求/支払

     ①研修申込（WEB）

　　②受講申込確認（メール）

　　④研修受講

    ③研修資料等送付（メール）

　　⑤研修受講確認

鹿
児
島
県
ト
ラ

ッ
ク
協
会

会
　
員
　
事
　
業
　
者

【

デ

ィ
・
ク
リ
エ
イ
ト

】

安
全
教
育
訓
練
機
関

６-２ 初任運転者等研修（オンライン）
受講から助成までの流れ

６-３ 高齢運転者等研修（県ト協研修）
受講から助成までの流れ

鹿
児
島
県
ト
ラ

ッ
ク
協
会

会
　
員
　
事
　
業
　
者

【

マ
ジ
オ
Ｄ
Ｓ

】

安
全
教
育
訓
練
施
設

①事前確認及び申込

②施設予約

　　　　③受講料納入

　　　　④研修受講

　　　　⑤修了証交付

⑥実施報告及び助成金請求

⑦助成金支払

６-４ 事故・違反者運転者等研修（県ト協研修）
受講から助成までの流れ

鹿
児
島
県
ト
ラ

ッ
ク
協
会

会
　
員
　
事
　
業
　
者

【

マ
ジ
オ
Ｄ
Ｓ

】

安
全
教
育
訓
練
施
設

　　　①事前確認及び申込

　　　③研修日時報告

　　④受講料納入

　　⑤研修受講

　　⑥修了証交付

　　　⑦実施報告及び助成金請求

　　　⑧助成金支払

②研修日時調整・決定
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ドライバー等安全運転研修助成対象【高齢】(県ト協)

ドライバー等安全運転研修助成対象【事故・違反】（県ト協）

研修
区分

研修施設 研修種別
研修

コード
日   程 研修受講料

Ｇマーク事
業所

助成額

Ｇマーク事
業所

以外助成額
定員 備考

鹿マ高1  7月12日（土） 11,000 7,000 5,000 10 半日

鹿マ高2  10月18日（土） 11,000 7,000 5,000 10 半日

鹿マ高3
    令和8年
    1月14日（水）

11,000 7,000 5,000 10 半日

※上記の研修については、１研修3名以上で実施します。
注︓受講対象者︓適齢診断を受診済みの65才以上の高齢運転者

高齢運転
者
研修

マジオドライバーズ
スクール鹿児島校

 （鹿児島市）
鹿児島市冷水町32-1
 9︓30〜13︓10
 （休憩含む）

高
齢
運
転
者
等
研
修
（
県
ト
協
）

研修
区分

研修施設 研修種別
研修

コード
日   程 研修受講料

Ｇマーク事業所
助成額

Ｇマーク事業所
以外助成額

定員 備考

1

◆事前に会社（管理者等）に事故状況等について、ヒアリングを実施します。

 マジオドライバーズ
 スクール鹿児島校
   （鹿児島市） 
   鹿児島市冷水町32-1
 9︓30〜16︓30
 （昼食休憩含む）

事故・違反
運転者研修
（1日間）

※上記の研修については、１研修１名で実施します。

事
故
・
違
反
運
転
者
研
修
（
県
ト
協
）

実施については、
研修実施先と日程
調整を行って決定

します。

マ事 36,300 5,00010,000

- 29 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県ト協指定【事故・違反者研修】
（マジオドライビングスクール鹿児島校・研修プログラム：１日間）

昼食を各自ご持参ください。 
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（ド研）様式１－１ 
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　報告年月日 令和　 　　年　　 　月　 　　日　

ドライバー等安全教育訓練等実施報告書

　　１. 特別研修　　２. 一般研修
　　　 *研修名は、研修日程一覧等でご確認ください。
　　　  研修名：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□　安全運転中央研修所　　　　　　　             □　クレフィール湖東　

　□　ドライビングアカデミーONGA   　　　　　　    □　ドライビングアカデミーＭＩＹＵＫＩ

　□　ドライビングアカデミーONGA（2日間）        □　ドライビングアカデミーＭＩＹＵＫＩ（2日間）

　□　マジオドライバーズスクール　　               □　空港自動車学校

　研修施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

研 修 施 設

　鹿児島県トラック協会会長　　　　　殿

研修コード　　　　　　　　　 　　令和　　 　年　　　月　　　日　～　　　　月　　　日（　　　日間）　

全
ト
協
研
修

特別研修
（３泊４日）
（２泊３日）

・
一般研修
（１泊２日）

  ※上記以外の研修施設の場合、下記に研修施設名をご記入ください。

○添付書類

（１） 研修参加報告書(全ト協研修受講の場合)

（２） 研修修了証の写し

（３） 受講料に係る領収書（銀行振込金受取証等でも可）の写し

※１．太線内をもれなく記入し、該当番号又は項目を丸で囲んでください。

※２．鹿児島県トラック協会に提出してください。

※３．安全運転中央研修所の研修受講料(特別研修）、【別表】に記載の金額(食事代を含めた金額)を記入してください。

助成金申請の際は、食事代領収証も必要となりますので、必ずお控えいただきますようご注意ください。

　氏　　名

備       考

研修受講者
（ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ等）

県ト協研修

１. ドライバー研修（２日間）　２. ドライバー研修（半日）　

※事故・違反運転者研修　 令和　　 　年　　　月　　　日

３. 初任運転者等研修　　　　４. 高齢運転者等研修　　　　５. 事故・違反運転者研修

研修コード　　　　　　　　　   令和　　　年　　　月　　　日　～　　　月　　　日（　  　日間）

ふりがな

（ド研）様式１－２ 

- 39 -



 

 

（ド研）様式１－３ 
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※記載例：「安全装置等導入促進助成金」等助成事業名を記入ください。 

様式 1 ＊個別に請求書等を作成する助成事業もある。           （各事業共通） 
令和  年  月  日 

 助成金交付請求書 

（助成事業実施報告書） 

公益社団法人鹿児島県トラック協会長  殿 

 

〈申請者〉 

住 所 

名 称 

氏 名                   印 

                  電話番号          担当者（     ） 

                  ＦＡＸ番号 

メールアドレス                 

 

助成事業に関する規程に基づき、助成金を下記のとおり申請します。 

記 

助成金請求額            円 

 
１．助成事業名 （                          ） 

２．整理番号  ・別紙内訳書の通り        
３．報告内訳    ・別紙内訳書の通り 
４．振込先口座  ・（銀行名）         銀行・信用金庫 （支店名）       支店 
            ・（預 金） 普通 ・ 当座  ・（口座番号）                          

            ・（口座
ふ り

名義
が な

）                    

５．添付書類 以下に掲げるものを添付ください。(申請内容によっては、不要なものもあります。） 

  ① 助成金申請内訳書 ② 社会保険等加入に係る誓約書  
③ 国の補助金交付申請に係る誓約書（必要機器のみ） 
④ 請求書（写）･･･装着装置の型式・取得価格、審査・登録料金等の明細がわかるもの 

  ⑤ 領収証（写） ※（リースの場合、リース契約書(写)及び物件借受証(写)） 
⑥ ナスバネット利用契約書（写）⑦ Ｇマーク認定証（写） ⑧ 研修修了証（写） 
⑨ グリーン経営認証登録証（写）  
⑩ その他必要と思われるもの（自動車検査証記録事項（写）・装着（取付）証明書等他）                  

                         
 

印 

受付日

受付NO
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様式３                               （各事業共通） 
令和  年  月  日 

 
公益社団法人鹿児島県トラック協会長  殿 

 
 

住  所 
事業者名          
代表者名                 ㊞ 
 

誓  約  書 

 弊社は、助成金交付請求書（助成事業実施報告書）の申請に対し、社会保険等について

は、適正に手続き加入していることを誓約いたします。 

 なお、助成金受領後に助成事業に関する規程第４条又は第９条に該当する事実が判明した

場合、助成金を返還いたします。 

 

 

参考書式１(共通) 
 

参考書式 1                                 

誓  約  書 

 弊社は、下記機器の導入に対して国等の補助金交付申請を行わない（行っていない）こと

を、誓約いたします。 
記 

１．機 器 名 
        メーカー名： 
        名   称： 
        型   式： 
 
２．導入台数       台 
 
３．装着車両（明細）*車両番号記載 
   
 
４．導入（予定）年月      令和  年  月 
  

安全装置等・ドライブレコーダ機器・ＥＭＳ用機器・アイドリングストップ支援機器の導入にかかる 

申請の場合、下記の誓約書についてもご提出ください。 
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請求書
（写）

上部
（社保加入）

下部
（機器購入）

型式・取得
価格等の記載

1 安全装置等導入促進助成金 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● △
・トルクレンチ
　パンフレット等

2 ドライブレコーダ機器
  導入促進助成金 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● △

3 アルコール検知器増強
  導入促進助成金 ● ● ● ● ● ○ ○

4 適性診断機器導入助成金 ● ● ● ● ● ○
・ナスバネット
　契約書(写)等

5 飛散防止シート等導入助成金 ● ● ● ● ● ○ △
・助成対象品を取り
　付けた車両の写真

8 睡眠時無呼吸症候群スクリーニ
  ング検査等助成金(精密検査) ● ● ● ● ● ○

9-1 健康診断助成金
   （定期健康診断） ● ● ● ● ● ・受診者名簿

9-2 脳ドック・心臓ドック
    検査 ● ● ● ● ● ○

・ 脳ドック/心臓ドック
　 検査の受診を証明する
　 もの

17 ＥＭＳ用機器(デジタコ)
　 導入促進助成金 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● △

18 アイドリングストップ支援
   機器導入助成金 ● ● ● ● ● ● ○ ● △

19 エコタイヤ導入促進助成金 ● ● ● ● ● △

20 グリーン経営認証制度
   促進助成金 ● ● ● ● ●

・グリーン経営認証
  登録証(写)

7 運転免許取得・受験資格特例
  教習及び外免切替受講助成金

10 血圧計導入促進助成金

14 自動点呼機器・DX導入支援
　 助成金

15「働きやすい職場認証制度」
　　認証取得助成金

23 信用保証料助成金

添付書類

助成事業名
実績報告

交付請求書
（様式1）

内訳書

誓約書
（様式3）

領収証
（写）

リース
契約書(写）

リース物件借受
証(写）

Gマーク
認定証
（写)

装着
証明書

自動車検
査証記録

事項
（写）

●：必須　○：該当する場合　△：必要に応じて添付

なお、上記以外の書類についてもご提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。

別途、提出書類

別途、要綱でご確認ください。

別途、要綱でご確認ください。

別途、要綱でご確認ください。

別途、要綱でご確認ください。

別途、要綱でご確認ください。
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事前
ド研
様式
1-1

○

【報告】

●
及び
ド研
様式
1-2

● ●

・研修修了証(写)
・(全ト協研修)
　  〇研修参加報告書
・(高齢運転者研修)
　　○適齢診断受診結果表

事前
SAS
様式
1-1

● ○

【報告】
SAS
様式
1-3

● ● ・受診者検査明細書

事前
交付申請書
（複写式） ● ○

・交付申請書については、
  お問い合わせください

【報告】
環導様式1-1

又は
環導様式1-2

● ● ○ ●

事前

【報告】

事前
中企
様式
1-1

●

【報告】
中企
様式
1-3

●
・研修修了証(写)
・研修アンケート(写)

添付書類

助成事業名
実績報告

交付請求書
（様式1）

事前
申込書

誓約書
(様式3）

請求書
（写）

領収証
（写）

リース
契約書
(写）

リース物
件借受証
(写）

Gマーク
認定証
（写)

自動車検
査証記録

事項
（写）

22 中小企業大学校講座受講促進
   助成金

●：必須　○：該当する場合　△：必要に応じて添付

なお、上記以外の書類についてもご提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。

別途、必要書類

6 安全運転研修助成金
  (安全・初任・高齢及び
　　　　　　　 事故違反者)

※オンライン研修を除く。

8 睡眠時無呼吸症候群スクリーニング
  検査等助成金（SAS）

16 環境対応車導入促進助成金

21 自家用燃料供給施設整備支援
   助成事業

必要書類については、お問合せください。

必要書類については、お問合せください。
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